
 

 

 

 

 

 

 

令和４年度に管理を行う重点事務事業の公表について 

 

 

このことについて、市の重点事務事業の進行管理を行うことにより着実な推進

を図るとともに、市民への公表により市政の透明化を図ることを目的として、重

点事務事業管理制度を導入しました。 

この度、令和４年度に管理を行う重点事務事業について目標を定め、その内容

を取りまとめましたので、別添のとおり配布します。 
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本年度の予算措置

総事業費
（うち一般財源）

契約締結

システム構築、導入（ホーム
ページとのリンクを含む。）

職員研修及び試験期間

本格稼働

新たに5件以上の行政手続をオン
ライン化

新たに5件以上の行政手続をオン
ライン化

契約締結

システム構築

テスト運用

本格稼働

プロポーザルを実施し受託者を
決定

契約締結

システム関係の調整及び選書

職員の研修

電子図書館の供用開始

契約締結

アカウントの付与、各校での運
用ルールの決定

個別に読書開始

活用状況調査の実施

授業における活用

アカウントを巡回させ、他学年
でも運用

令和４年度に管理を行う重点事務事業総括表
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2,024千円
（2,024千円）

　令和4年度中に電子申請可能な
手続を更に10件以上追加する。

4,864千円
（2,664千円）

　令和4年10月からシステムを本
格稼働させる。

行政デジタル化推
進事業
（保育所AI入所選
考システムの導
入）

上半期
(4月～9月)

下半期
(10月～3月)

行政デジタル化推
進事業
（電子申請サービ
スの推進）

行政デジタル化推
進事業
（広聴システムの
導入）

行政デジタル化推
進事業
（学校図書館への
電子書籍の試行導
入）

行政デジタル化推
進事業
（電子図書館シス
テムの導入）

№ 事業の概要

これまで部署ごとに管理していた市民の意見等
やその対応記録をシステムに蓄積し、共有する
ことにより、迅速かつ適切な対応を図るととも
に、市民サービスの質をより一層向上させるこ
とを目的とし、市民から寄せられた市政等に関
する意見や要望をデータベース化し、一元管理
できるようシステム化する事業

市民サービスの利便性の向上及び業務の効率化
を図るため、ぴったりサービス及び東京電子自
治体共同運営電子申請サービスを活用し、電子
申請サービスの拡大を図り、行政手続のオンラ
イン化を推進する事業

職員が手作業で行っている保育所の入所選考業
務について、業務の効率化及び市民サービスの
向上を図るため、保育所AI入所選考システムを
導入する事業

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外
出抑制や3密対策、図書館に来館することが困難
な利用者、視覚障害者等に寄与することを目的
として、電子図書館システムを導入する事業

ICT教育におけるタブレット端末を活用し、電子
書籍定額読書サービスを試行導入する事業

本年度の目標

　令和4年度中にシステムを導入
し、本格稼働させる。

中間評価事務事業名

12,164千円
（3,094千円）

　令和4年10月を目途にシステム
を導入し、供用開始させる。

231千円
（62千円）

　市内小学校2校に試行導入し、
効果を検証する。

計画 期末評価

5,060千円
（460千円）
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本年度の予算措置

総事業費
（うち一般財源）

上半期
(4月～9月)

下半期
(10月～3月)

№ 事業の概要 本年度の目標 中間評価事務事業名 計画 期末評価

保健指導対象者、未受診者及び
治療中断者に対する通知の作
成、送付

保健指導への参加勧奨

未治療者への受診勧奨に係る架
電

保健指導の実施

指導進行状況報告書の確認及び
かかりつけ医に対する保健指導
実施報告書の提出

医師会との調整

広域連合との契約締結、計画書
等の提出

糖尿病性腎症等重症化予防業務
委託報告書（最終報告書）の確
認

本事業の分析及び分析結果に基
づき評価を実施することによる
事業の見直し

広域連合への事業実施実績報告
書の提出及び受託金の歳入準備

事前評価会議の開催

開始前アンケートの実施

歯つらつ事業、フレイル事業、
個別相談支援事業の実施

終了後アンケートの実施

事後評価会議の開催

補助対象となる新規就農者の決
定

補助金交付要綱の制定

補助金の交付

農業経営改善支援センター運営
委員会等での経営支援

6,623千円
（1,000千円）

・糖尿病性腎症等重症化予防保健
指導の実施目標者数を10人とす
る。
・糖尿病性腎症等未治療者おおむ
ね50人に対し医療機関受診勧奨通
知を発出し、架電により勧奨を行
い、その目標率を70％とする。
・糖尿病性腎症等治療中断者おお
むね100人に対し、医療機関受診
勧奨通知を発出し、受診勧奨の目
標率を100％とする。

・日常生活圏域ごとに1か所（計4
か所）の通いの場において事業を
実施する。
・初回から終了までの継続参加者
100%を目指す。
・参加者の口腔機能の維持、改善
を図る。

714千円
（0千円）

5,250千円
（0千円）

　新規就農者に対して経営開始資
金と経営発展支援のための補助金
を交付し、早期の経営確立に向け
た支援を行う。

新規就農者に対する就農準備や早期の経営確立
のため、国制度を活用した補助金を交付するな
ど経営安定化に向けた支援を行う事業

ハイリスクアプローチ（個別的支援）として、
糖尿病性腎症及び糖尿病の後期高齢者を対象
に、保健指導及び医療機関への受診勧奨を行う
糖尿病性腎症等重症化予防事業を実施するもの

お互いさまサロンの参加者に対するポピュレー
ションアプローチ（集団支援）として口腔と栄
養に係る一体的な健康教室・相談事業、フレイ
ルチェック会事業、個別相談支援事業などを実
施するもの

3
新規就農者育成総
合対策事業

2
高齢者の保健事業
と介護予防の一体
的な実施事業
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本年度の予算措置

総事業費
（うち一般財源）

上半期
(4月～9月)

下半期
(10月～3月)

№ 事業の概要 本年度の目標 中間評価事務事業名 計画 期末評価

市民説明会の開催

排出場所調査

指定収集袋の作製・販売開始

コールセンターの設置

家庭ごみ有料化及び戸別収集開
始

市所有の集積所の順次閉鎖

対象者への初回接種（1･2回目）
の実施

対象者への追加接種（3回目）の
実施

対象者への追加接種（4回目）の
準備及び接種体制の構築

対象者への追加接種（4回目）の
実施

短期入所型事業及び通所型事業
を委託する病院との調整

居宅訪問型事業を実施する助産
師へ事業概要説明

事業実施要綱の策定

居宅訪問型事業に係る委任契約
の締結

居宅訪問型事業の実施

短期入所型事業及び通所型事業
に係る委託契約の締結

短期入所型事業及び通所型事業
の実施

問題点や課題等の整理

出産後において家族等から援助を受けることが
困難で、育児支援を必要とする母子（養親及び
里親である女子を含む。）を対象に、心身のケ
ア、育児の支援その他母子の健康の維持及び増
進に必要な支援を行う事業

579,719千円
（160,815千円）

　令和3年度に策定した家庭ごみ
有料化及び戸別収集導入実施計画
を踏まえ、令和4年9月末までに市
民説明会及び排出場所調査を実施
するとともにコールセンターを設
置するなど相談体制を整え、同年
10月から指定収集袋による戸別収
集を実施する。

310,092千円
（0千円）

　新型コロナウイルス感染症の拡
大防止に資することを目的とし
て、予防接種法に基づき、ワクチ
ン接種希望者が円滑に接種できる
体制を構築し、接種を進めてい
く。

ごみの減量化及び資源化を推進するため、家庭
ごみ有料化及び戸別収集導入実施計画に基づ
き、本事業の導入に向けた各種事業を実施する
もの

新型コロナウイルス感染症対策の柱として、予
防接種法で定められた対象者に対し新型コロナ
ウイルスワクチンを接種する事業

6 産後ケア事業

5
新型コロナウイル
スワクチン接種事
業

4
家庭ごみ有料化及
び戸別収集導入事
業

8,392千円
（0千円）

・令和4年6月から居宅訪問事業を
開始する。
・令和4年9月から短期入所型事業
及び通所型事業を開始する。
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本年度の予算措置

総事業費
（うち一般財源）

上半期
(4月～9月)

下半期
(10月～3月)

№ 事業の概要 本年度の目標 中間評価事務事業名 計画 期末評価

契約締結

システム構築

要綱制定

申請受付開始

給付金の支給

契約締結

システム構築

要綱制定

申請受付開始

給付金の支給

むさしの住宅跡地規制・活用の
検討

情報誌の発行（6回）

モノレール延伸PR物品の検討・
作製

モノレール延伸PR物品の販売

「モノレールを呼ぼう！市民の
会」への交付金に係る前年度交
付確定及び新年度交付要綱策定

「モノレールを呼ぼう！市民の
会」への交付金に係る交付決
定・交付

多摩都市モノレール関連調査に
係る検討

新青梅街道沿道交通施設等調査
に係る検討

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中、子育て世帯を支援するため、令和4年4月1日
から令和5年3月31日までに出生した児童1人につ
き10万円を支給する事業

69,225千円
（17,635千円）

　令和4年6月中に申請受付を開始
し、適切に給付金を支給する。

24,682千円
（24,682千円）

　多摩都市モノレールの市内延伸
及び新青梅街道の拡幅整備に係る
以下の調査等を実施する。
・むさしの住宅跡地の新たな土地
活用及び地区計画変更について検
討する。
・モノレール沿線まちづくり構想
に掲げた施策などについて調査検
討等を実施する。
・多摩都市モノレール延伸を見据
え、新駅に必要とされる各種交通
施設の調査、検討等を実施する。
　また、早期の延伸実現に向け、
機運醸成及び促進活動を活性化す
るため、情報誌の発行、延伸PR物
品の作製や「モノレールを呼ぼ
う！市民の会」に対する交付金を
交付する。

多摩都市モノレールの延伸後を見据え、地域の
ポテンシャル（潜在的な力）を最大限に発揮す
るため、「モノレール沿線まちづくり構想」に
示した方向性や施策の具体化に向けた沿線まち
づくり事業等を推進するもの

児童手当の所得制限を超過していることによ
り、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金を
受給していない方に対し、児童1人につき10万円
を支給する事業

9
多摩都市モノレー
ル関連事業

8
児童手当特例給付
世帯等支援事業

7
子育て世帯臨時支
援給付金事業

55,901千円
（14,243千円）

　令和4年7月中に申請受付を開始
し、適切に給付金を支給する。
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本年度の予算措置

総事業費
（うち一般財源）

上半期
(4月～9月)

下半期
(10月～3月)

№ 事業の概要 本年度の目標 中間評価事務事業名 計画 期末評価

都市計画道路7・5・3号線西側築
造及び電線共同溝設置工事1件

都市計画道路7・4・2号線安全施
設設置工事1件

区画道路築造工事2件

区画道路雨水管整備工事1件

公園築造工事2件

ポケットパーク築造工事2件

対象権利者の移転促進

新たに約50㎡の用地取得を行
い、進捗率を約58％とする。

新たに約300㎡の用地取得を行
い、進捗率を約70％とする。

雨水処理施設の新設及び既設雨
水処理施設の浚渫

雨水管理総合計画（案）の策定

PCB廃棄物収集運搬委託及び処分
委託の契約締結

防衛補助に係る交付申請等の事
務手続

PCB廃棄物の適切な処分の実施

工事請負契約締結

工事説明会の実施

解体工事の着手

整備工事の実施

防災食育センター備品整備基金
への積立て

交通処理の円滑化や歩行者の安全の確保を図る
ため、主要市道第12号線を拡幅する事業（区
間：伊奈平五丁目1番地先～同六丁目38番地先の
延長約370ｍ、用地取得面積：約2,500㎡（幅員
5.46ｍ→12～14ｍ））

13
（仮称）防災食育
センター整備事業

11
主要市道第12号線
拡幅整備事業

10
都市核地区土地区
画整理事業

雨水浸透施設の設置や既設の雨水管及び浸透施
設の浚渫を行うほか、雨水対策を計画的に推進
するため、雨水管理総合計画を策定する事業

防災まちづくり構想に基づき、災害時には応急
給食の調理や救援物資（食料関係）の集配など
を行う防災拠点として機能し、平常時には小学
校給食の調理や食育推進のための事業などを行
う（仮称）防災食育センターを整備する事業

12 雨水対策推進事業

1,355,271千円
（1,057,213千円）

・都市計画道路7･5･3号線西側築
造及び電線共同溝設置工事1件を
完了する。
・都市計画道路7・4・2号線安全
施設設置工事1件を完了する。
・区画道路築造工事2件を完了す
る。
・区画道路雨水管整備工事1件を
完了する。
・公園築造工事2件を完了する。
・ポケットパーク築造工事2件を
完了する。
・本年度対象となる権利者18名の
移転促進を行う。

85,391千円
（33,091千円）

　用地取得面積2,500㎡に対し、
本年度新たに約350㎡の用地取得
を行い、取得済面積を約1,750
㎡、進捗率を約70％とする。

市の都市核にふさわしいまちづくりを行うた
め、将来の商業核形成を誘導するべく、住工の
混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成
と魅力あるまちの実現を目指して、土地区画整
理事業により、道路、公園などの都市基盤整備
を行うもの

62,318千円
（55,118千円）

・雨水処理施設の新設及び既設雨
水処理施設の維持管理を行う。
・令和5年3月末までに雨水管理総
合計画（案）を策定する。

330,301千円
（96千円）

　令和4年9月までに整備予定地内
のPCB廃棄物の処分を完了し、令
和5年1月までに解体工事に着手す
る。
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別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １ 進行管理者 企画財政部長 

事務事業名 行政デジタル化推進事業（広聴システムの導入） 

事業の概要 

これまで部署ごとに管理していた市民の意見等やその対応記録をシステムに蓄積し、共

有することにより、迅速かつ適切な対応を図るとともに、市民サービスの質をより一層

向上させることを目的とし、市民から寄せられた市政等に関する意見や要望をデータベ

ース化し、一元管理できるようシステム化する事業 

これまでの 

経 過 

広聴のデータベース化については武蔵村山市第七次行政改革大綱に、広聴システムの

導入については武蔵村山市第五次情報化基本計画に位置付けられており、事業実施は令

和４年度と定められている。 

広聴業務については、大きく２種類に分けられ、秘書広報課広聴広報係に届く、市政

全般の意見や要望等、各課に直接届く各部署に対する意見や要望等があり、その情報は、

それぞれで管理している。これらの情報の処理については、各部署によって異なるため、

庁内で統一的に管理することにより市民サービスの向上が図れることからシステムを導

入することとなった。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ５，０６０千円 

う ち 

一般財源 
４６０千円 

本 年 度 の 

目 標 
令和４年度中にシステムを導入し、本格稼働させる。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・契約締結（随意契約予定）（６月） 

・システム構築、導入（ホームページ

とのリンク含む。）（９月） 

・職員研修及び試験期間（９月）  

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・職員研修及び試験期間（１０月～ 

１１月） 

・本格稼働（１２月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １ 進行管理者 企画財政部長 

事務事業名 行政デジタル化推進事業（電子申請サービスの推進） 

事業の概要 

市民サービスの利便性の向上及び業務の効率化を図るため、ぴったりサービス及び東京

電子自治体共同運営電子申請サービスを活用し、電子申請サービスの拡大を図り、行政

手続のオンライン化を推進する事業 

これまでの 

経 過 

電子申請サービスについては、これまで武蔵村山市第五次情報化基本計画の推進項目

などに位置付け、拡大を図ってきた。 

また、令和３年８月には、行政手続のオンライン化の進め方についての指針を庁内に

示すとともに、各所管において、今後、優先してオンライン化を進めたいと考えている

手続を把握し、順次その実施に向けて取組を進めている。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ２，０２４千円 

う ち 

一般財源 
２，０２４千円 

本 年 度 の 

目 標 

 武蔵村山市第五次長期総合計画に定める目標（令和７年度末までに電子申請ができる

手続の件数５０件）を踏まえ、引き続き庁内に行政手続のオンライン化を促し、令和４

年度中に電子申請可能な手続を更に１０件以上追加する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・新たに５件以上の行政手続をオン

ライン化（９月末まで） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・新たに５件以上の行政手続をオン

ライン化（令和５年３月末まで） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １ 進行管理者 子ども家庭部長 

事務事業名 行政デジタル化推進事業（保育所ＡＩ入所選考システムの導入） 

事業の概要 
職員が手作業で行っている保育所の入所選考業務について、業務の効率化及び市民

サービスの向上を図るため、保育所ＡＩ入所選考システムを導入する事業 

これまでの 

経 過 

・実証事業の実施（令和３年８月） 

・プロポーザルによる優先契約交渉事業者の決定（令和４年３月） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費       ４，８６４千円 

う ち 

一般財源 
２，６６４千円 

本 年 度 の 

目 標 
令和４年１０月からシステムを本格稼働させる。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・契約締結（４月） 

・システム構築（５月～６月） 

・テスト運用（７月～９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・本格稼働（１０月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １ 進行管理者 教育部長 

事務事業名 行政デジタル化推進事業（電子図書館システムの導入） 

事業の概要 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出抑制や３密対策、図書館に来館するこ

とが困難な利用者、視覚障害者等に寄与することを目的として、電子図書館システムを

導入する事業 

これまでの 

経 過 

電子図書の導入については、武蔵村山市第七次行政改革大綱の推進項目として「市民

の利便性を向上させるため、図書館への電子図書の導入について検討し、実施する。」と

位置付けられており、令和４年度に検討、令和５年度に事業実施と定められている。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １２，１６４千円 

う ち 

一般財源 
３，０９４千円 

本 年 度 の 

目 標 
令和４年１０月を目途にシステムを導入し、供用開始する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・プロポーザルを実施し、受託者を決

定（５月下旬） 

・事業者と委託契約締結（７月上旬） 

・システム関係の調整及び選書（７月

～９月） 

・職員の研修（９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・電子図書館の供用開始（１０月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １ 進行管理者 学校教育担当部長 

事務事業名 行政デジタル化推進事業（学校図書館への電子書籍の試行導入） 

事業の概要 
ＩＣＴ教育におけるタブレット端末を活用し、電子書籍定額読書サービスを試行導入す

る事業 

これまでの 

経 過 

令和３年４月にＧＩＧＡスクール構想により整備された１人１台のタブレット端末を

授業や個別学習において活用するとともに、家庭への持ち帰りを進めてきた。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ２３１千円 

う ち 

一般財源 
６２千円 

本 年 度 の 

目 標 
市内小学校２校に試行導入を行い、効果を検証する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・契約締結（４月中旬） 

・アカウントの付与、各校での運用ル

ールの決定（４月下旬） 

・個別に読書開始（５月上旬） 

・活用状況調査の実施（７月中旬） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・授業における活用（９月） 

・アカウントを巡回させ、他学年でも

運用（１０月） 

・活用状況調査の実施（１２月中旬） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ２ 進行管理者 市民部長 

事務事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

事業の概要 

複数の疾患及びフレイル状態に陥りやすい高齢者に対し、一人一人の状況に応じたき

め細かな対応を効果的かつ効率的に行うため、東京都後期高齢者医療広域連合（以下「広

域連合」という。）と市が連携し、介護保険の地域支援事業及び国民健康保険の保健事業

を一体的に実施する「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」（以下「一体的実施」

という。）事業を実施する。 

 保険年金課では、ハイリスクアプローチ（個別的支援）として、糖尿病性腎症及び糖

尿病の後期高齢者を対象に、かかりつけ医等の医療機関と連携し、糖尿病性腎症等の重

症化予防に必要な保健指導及び医療機関への受診勧奨を実施することで、糖尿病性腎症

等の重症化及び糖尿病の合併症を予防するものである。 

これまでの 

経 過 

・一体的実施のための検討会を設置し、ハイリスクアプローチとして実施する事業を糖

尿病性腎症等重症化予防とし、令和４年度から実施することに決定（令和２年度） 

・糖尿病性腎症等重症化予防事業を令和４年度当初予算に計上（令和３年度） 

・事業実施に向けた三師会との調整（令和３年度） 

・広域連合との受託契約に必要な、一体的実施に係る基本的な方針を策定（令和３年度） 

・保健指導を行う委託業者を確定（令和３年度） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ６，６２３千円 

う ち 

一般財源 
１，０００千円 

本 年 度 の 

目 標 

本年度は糖尿病性腎症等重症化予防として、以下の事業を実施する。 

・糖尿病性腎症等重症化予防保健指導 

糖尿病性腎症又は糖尿病の罹患者に対して、かかりつけ医の指示に基づき委託業者

の医療専門職がおおむね６か月間、食事、服薬、運動指導等を実施する。おおむね２

００人に勧奨通知を送付し、保健指導の実施目標者数は国民健康保険における実施率

を踏まえ１０人とする。 

・糖尿病性腎症等未治療者への医療機関受診勧奨 

健康診査の結果に異常値があるが、医療機関を受診していない糖尿病性腎症等の未

治療者に対して委託業者の医療専門職が医療機関への受診勧奨を行う。おおむね５０

人に勧奨通知を送付し、架電による勧奨を行う。架電の目標率（受診状況の有無、健

康状態等を聞き取ることができた被保険者の割合）は７０％とする。 

・糖尿病性腎症等治療中断者への医療機関受診勧奨 

令和３年度の後期高齢者健康診査未受診者で、この健診の過去１年間のレセプトに

糖尿病という病名等があるものの、最近１年間に糖尿病に係る受診歴がない治療中断

者に対して、医療機関受診勧奨通知を送付する。おおむね１００人に対し勧奨通知を

送付し、受診勧奨の目標率は１００％とする。 

なお、一体的実施事業の実施に当たっては、広域連合と受託契約を締結し、事業終了

後の令和５年５月に受託金を歳入するため、三師会、委託業者及び広域連合と必要な調

整を行い、事業を完了させ、必要な受託金を受領する。 



上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・保健指導対象者、未受診者及び治療

中断者に対する通知の作成、送付（４

月～９月） 

・保健指導への参加勧奨（６月末～７

月末） 

・未治療者への医療機関受診勧奨に

係る架電（９月～） 

・保健指導の実施（８月～） 

・指導進行状況報告書の確認（月ごと

の報告書）及びかかりつけ医に対す

る保健指導実施報告書の提出 

・医師会との調整（５月及び必要に応

じて随時） 

・広域連合との契約締結、計画書等の

提出（４月～５月予定） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・保健指導の実施（１０月～令和５年

１月） 

・未治療者への医療機関受診勧奨に

係る架電（１０月末まで） 

・指導進行状況報告書の確認（月ごと

の報告書）及びかかりつけ医に対す

る保健指導実施報告書の提出 

・糖尿病性腎症等重症化予防業務委

託報告書（最終報告書）の確認 

・本事業の分析 

・分析結果に基づき評価を行い、より

良い事業実施のための見直しを行

う。 

・広域連合への事業実施実績報告書

の提出及び受託金の歳入準備（令和

５年３月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 
重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ２ 進行管理者 高齢・障害担当部長 

事務事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

事業の概要 

「お互いさまサロンの参加者に対する集団支援（ポピュレーションアプローチ）」に係る

事業として、以下の６事業を行う。 

① 開始前アンケート 

② 口腔と栄養に係る一体的な健康教室・相談事業（歯つらつ教室事業） 

③ フレイルチェック会事業 

④ 個別相談支援事業 

⑤ 終了後アンケート 

⑥ 事業評価会議事業 

※①～⑤に掲げる事業について、原則として一体的に行うもの。 

これまでの 

経 過 

・担当者会議（全６回）及び作業部会（全７回）による検討（令和２～３年度） 

・令和４年度武蔵村山市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業におけるポピ

ュレーションアプローチ実施要項及び実施要領の策定（令和３年度） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ７１４千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

・日常生活圏域ごとに１か所、計４か所の通いの場において当該事業を実施する。 

・初回から終了までの継続参加者１００％を目指す。 

・参加者の口腔機能の維持・改善を図る。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・事前評価会議の開催（４月） 

・開始前アンケート 

・歯つらつ事業、フレイル事業、個別

相談支援事業の実施（５月～９月） 

・終了後アンケート 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・開始前アンケート 

・歯つらつ事業、フレイル事業、個別

相談支援事業の実施（１０月～１２

月） 

・終了後アンケート 

・事後評価会議の開催（令和５年３

月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 

 

 

 

 



期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 
重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ２ 進行管理者 健康福祉部長 

事務事業名 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業 

事業の概要 

「お互いさまサロンの参加者に対する集団支援（ポピュレーションアプローチ）」に係る

事業として、以下の６事業を行う。 

① 開始前アンケート 

② 口腔と栄養に係る一体的な健康教室・相談事業（歯つらつ教室事業） 

③ フレイルチェック会事業 

④ 個別相談支援事業 

⑤ 終了後アンケート 

⑥ 事業評価会議事業 

※①～⑤に掲げる事業について、原則として一体的に行うもの。 

これまでの 

経 過 

・担当者会議（全６回）及び作業部会（全７回）による検討（令和２～３年度） 

・令和４年度武蔵村山市高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施事業におけるポピ

ュレーションアプローチ実施要項及び実施要領の策定（令和３年度） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ７１４千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

・日常生活圏域ごとに１か所、計４か所の通いの場において当該事業を実施する。 

・初回から終了までの継続参加者１００％を目指す。 

・参加者の口腔機能の維持・改善を図る。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・事前評価会議の開催（４月） 

・開始前アンケート 

・歯つらつ事業、フレイル事業、個別

相談支援事業の実施（５月～９月） 

・終了後アンケート 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・開始前アンケート 

・歯つらつ事業、フレイル事業、個別

相談支援事業の実施（１０月～１２

月） 

・終了後アンケート 

・事後評価会議の開催（令和５年３

月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 

 

 

 

 



期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ３ 進行管理者 協働推進部長 

事務事業名 新規就農者育成総合対策事業 

事業の概要 
新規就農者に対する就農準備や早期の経営確立のため、国制度を活用した補助金を交付

するなど経営安定化に向けた支援を行う事業 

これまでの 

経 過 
新規就農者の認定（令和４年１月） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ５，２５０千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

新規就農者に対して経営開始資金と経営発展支援のための補助金を交付し、早期の経

営確立に向けた支援を行う。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・補助対象となる新規就農者の決定 

・補助金交付要綱の制定 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・補助金の交付 

・農業経営改善支援センター運営委

員会等での経営支援 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ４ 進行管理者 環境担当部長 

事務事業名 家庭ごみ有料化及び戸別収集導入事業 

事業の概要 
ごみの減量化及び資源化を推進するため、家庭ごみ有料化及び戸別収集導入実施計画に

基づき、本事業の導入に向けた各種事業を実施するもの 

これまでの 

経 過 

・家庭ごみ有料化及び戸別収集導入に向けた基本方針の策定（令和２年２月） 

・実施計画（素案）に対する市民説明会及びパブリックコメントの実施（令和３年４月） 

・実施計画の策定、公表（令和３年１０月） 

・武蔵村山市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正（令和３年１１月） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ５７９，７１９千円 

う ち 

一般財源 
１６０，８１５千円 

本 年 度 の 

目 標 

令和３年度に策定した家庭ごみ有料化及び戸別収集導入実施計画を踏まえ、令和４年

９月末までに市民説明会及び排出場所調査を実施するとともにコールセンターを設置す

るなど相談体制を整え、同年１０月から指定収集袋による戸別収集を実施する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・市民説明会の開催（６月） 

・排出場所調査（４月～９月） 

・指定収集袋の作製・販売開始（９月） 

・コールセンターの設置（９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・家庭ごみ有料化及び戸別収集開始

（１０月） 

・市所有集積所の順次閉鎖（１０月

～） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ５ 進行管理者 健康福祉部長 

事務事業名 新型コロナウイルスワクチン接種事業 

事業の概要 
新型コロナウイルス感染症対策の柱として、予防接種法で定められた対象者に対し新型

コロナウイルスワクチンを接種する事業 

これまでの 

経 過 

令和３年２月以降、予防接種法に基づき新型コロナウイルスワクチン接種を実施して

おり、令和４年４月現在、初回接種（１・２回目）、追加接種（３回目）及び小児（５歳

から１１歳まで）への初回接種を進めている。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ３１０，０９２千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資することを目的として、予防接種法に基づ

き、ワクチン接種希望者が円滑に接種できる体制を構築し、接種を進めていく。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・対象者への初回接種（１・２回目）

の実施 

・対象者への追加接種（３回目）の実

施 

・対象者への追加接種（４回目）の準

備及び接種体制の構築（４月～５月） 

・対象者への追加接種（４回目）の実

施（６月～９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・対象者への初回接種（１・２回目）、

追加接種（３回目及び４回目）の実施 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 
重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ６ 進行管理者 子ども家庭部長 

事務事業名 産後ケア事業 

事業の概要 

出産後において家族等から援助を受けることが困難で、育児支援を必要とする母子（養

親及び里親である女子を含む。）を対象に、心身のケア、育児の支援その他母子の健康の

維持及び増進に必要な支援を行う事業 

これまでの 

経 過 

・短期入所型事業及び通所型事業を委託する病院との調整（対面及び電子メール） 

・事業をコーディネートする会計年度任用職員の雇用に係る事務手続 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ８，３９２千円 

う ち 

一般財源 
０千円 

本 年 度 の 

目 標 

・令和４年６月から居宅訪問型事業を開始する。 

・令和４年９月から短期入所型事業及び通所型事業を開始する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・短期入所型事業及び通所型事業を

委託する病院との調整（４月～６月） 

・居宅訪問型事業を実施する助産師

へ事業概要説明（４月） 

・事業実施要綱の策定（５月） 

・居宅型訪問事業に係る委任契約の

締結（５月） 

・居宅訪問型事業の開始（６月） 

・短期入所型事業及び通所型事業に

係る委託契約の締結（７月） 

・短期入所型事業及び通所型事業の

開始（９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・居宅訪問型事業の継続実施（１０月

～令和５年３月） 

・短期入所型事業及び通所型事業の

継続実施（１０月～令和５年３月） 

・次年度の事業実施にいかすため、問

題点や課題等を整理（令和５年１月

～３月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 

 

 

 

 

 



期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ７ 進行管理者 子ども家庭部長 

事務事業名 子育て世帯臨時支援給付金事業 

事業の概要 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援するため、令和４

年４月１日から令和５年３月３１日までに出生した児童１人につき１０万円を支給する

事業 

これまでの 

経 過 
令和４年度第１号補正予算において関連予算を計上 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ５５，９０１千円 

う ち 

一般財源 
１４，２４３千円 

本 年 度 の 

目 標 
 令和４年７月中に申請受付を開始し、適切に給付金を支給する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・契約締結（４月） 

・システム構築（５月） 

・要綱制定（６月） 

・申請受付開始（７月） 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ８ 進行管理者 子ども家庭部長 

事務事業名 児童手当特例給付世帯等支援事業 

事業の概要 
児童手当の所得制限を超過していることにより、令和３年度子育て世帯への臨時特別給

付金を受給していない方に対し、児童１人につき１０万円を支給する事業 

これまでの 

経 過 
令和４年度第１号補正予算において関連予算を計上 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ６９，２２５千円 

う ち 

一般財源 
１７，６３５千円 

本 年 度 の 

目 標 
 令和４年６月中に申請受付を開始し、適切に給付金を支給する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・契約締結（４月） 

・システム構築（５月） 

・要綱制定（５月） 

・申請受付開始（６月） 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・給付金の支給（申請月の翌月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № ９ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 多摩都市モノレール関連事業 

事業の概要 

多摩都市モノレールの延伸後を見据え、地域のポテンシャル（潜在的な力）を最大限に

発揮するため、「モノレール沿線まちづくり構想」に示した方向性や施策の具体化に向け、

沿線まちづくり事業等を推進するもの 

これまでの 

経 過 

・新青梅街道沿道地区地区計画の決定（平成２９年度～令和３年度） 

・情報誌モノレールの発行（平成１２年度～） 

・モノレール延伸ＰＲ物品の製作・販売（平成２５年度～） 

・「モノレールを呼ぼう！市民の会」への交付金の交付（平成２１年度～） 

・多摩都市モノレール関連調査の実施（平成５年度～） 

・新青梅街道沿道交通施設等の調査検討の実施（令和３年度） 

・モノレール基金への積立（平成２３年度～令和２年度） 

・モノレール募金の実施（平成２５年度～） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ２４，６８２千円 

う ち 

一般財源 
２４，６８２千円 

本 年 度 の 

目 標 

多摩都市モノレールの市内延伸及び新青梅街道の拡幅整備に係る以下の調査等を実施

する。 

・むさしの住宅跡地の新たな土地活用及び地区計画変更について検討する。 

・モノレール沿線まちづくり構想に掲げた施策などについて調査検討等を実施する。 

・多摩都市モノレール延伸を見据え、新駅に必要とされる各種交通施設の調査及び検討

等を実施する。 

また、早期の延伸実現に向け、機運醸成及び促進活動を活性化するため、情報誌の発

行、延伸ＰＲ物品の作製や「モノレールを呼ぼう！市民の会」に対する交付金を交付す

る。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・むさしの住宅跡地規制・活用 

検討（４月～９月） 

・情報誌発行（３回） 

・モノレール延伸ＰＲ物品 

検討・作製（４月～９月） 

・「モノレールを呼ぼう！市民の会」

交付金交付事業 

前年度交付確定（５月） 

新年度交付要綱策定（５月） 

交付決定、交付（６月） 

・多摩都市モノレール関連調査 

 検討（４月～９月） 

・新青梅街道沿道交通施設等調査 

検討（４月～９月） 

実 

 

績 

 



下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・むさしの住宅跡地規制・活用 

検討（１０月～令和５年３月） 

・情報誌発行（３回） 

・モノレール延伸ＰＲ物品 

 販売（１０月） 

・多摩都市モノレール関連調査 

 検討（１０月～令和５年３月） 

・新青梅街道沿道交通施設等調査 

検討（１０月～令和５年３月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １０ 進行管理者 都市整備部長 

事務事業名 都市核地区土地区画整理事業 

事業の概要 

市の都市核にふさわしいまちづくりを行うため、将来の商業核形成を誘導するべく、住

工の混在をできるだけ解消し、良好な住宅地の形成と魅力あるまちの実現を目指して、

土地区画整理事業の実施により、道路、公園などの都市基盤整備を行うもの 

これまでの 

経 過 

平成１２年度から本事業を実施しており、地区内の権利者に協力をいただきながら、

土地の区画を整え、宅地の利用の増進を図り、道路、公園等の都市基盤の整備を行って

いる。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 １，３５５，２７１千円 

う ち 

一 般 財 源 
１，０５７，２１３千円 

本 年 度 の 

目 標 

・都市計画道路７・５・３号線西側築造及び電線共同溝設置工事１件を完了する。 

・都市計画道路７・４・２号線安全施設設置工事１件を完了する。 

・区画道路築造工事２件を完了する。 

・区画道路雨水管整備工事１件を完了する。 

・公園築造工事２件を完了する。 

・ポケットパーク築造工事２件を完了する。 

・今年度対象となる権利者１８名の移転促進を行う。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・都市計画道路７・５・３号線西側築

造及び電線共同溝設置工事１件（６月

～９月） 

・区画道路築造工事２件（６月～９

月） 

・区画道路雨水管整備工事１件（８月

～９月） 

・公園築造工事２件（９月～） 

・ポケットパーク築造工事２件（９月

～） 

・対象権利者の移転促進 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・都市計画道路７・５・３号線西側築

造及び電線共同溝設置工事１件（１０

月～令和５年２月） 

・都市計画道路７・４・２号線安全施

設設置工事１件（１１月～令和５年２

月） 

・区画道路築造工事２件（１０月～令

和５年２月） 

・区画道路雨水管整備工事１件（１０

月～令和５年２月） 

実 

 

績 

 



・公園築造工事２件（１０月～令和５

年２月） 

・ポケットパーク築造工事２件（１０

月～令和５年２月） 

・対象権利者の移転促進 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １１ 進行管理者 建設管理担当部長 

事務事業名 主要市道第１２号線拡幅整備事業 

事業の概要 

交通処理の円滑化や歩行者の安全の確保を図るため、地域防災計画において緊急輸送道

路に指定している主要市道第１２号線を拡幅する事業 

【区間：伊奈平五丁目１番地先から伊奈平六丁目３８番地先まで（延長約３７０ｍ）】 

【用地取得面積：約２，５００㎡（幅員５．４６ｍ → １２～１４ｍ）】 

これまでの 

経 過 

・説明会の開催（計５回）（平成２１年度～平成２６年度） 

・補償等調査の実施（平成２７年度） 

・用地取得の開始（平成２９年度～） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ８５，３９１千円 

う ち 

一般財源 
３３，０９１千円 

本 年 度 の 

目 標 

用地取得予定面積約２，５００㎡に対し、本年度に新たに約３５０㎡の用地取得を行

い、取得済面積を約１，７５０㎡、進捗率を約７０％とする。 

（令和４年４月１日現在 取得済面積約１，４００㎡ 進捗率約５６％） 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・上半期に新たに約５０㎡の用地取

得を行い、進捗率を約５８％とする。 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・下半期に新たに約３００㎡の用地

取得を行い、進捗率を約７０％とす

る。 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １２ 進行管理者 建設管理担当部長 

事務事業名 雨水対策推進事業 

事業の概要 
雨水浸透施設の設置や既設の雨水管及び浸透施設の浚渫を行うほか、雨水対策を計画的

に推進するため、雨水管理総合計画を策定する事業 

これまでの 

経 過 
雨水浸透施設の設置とともに既設の雨水管や浸透施設の逐次浚渫を行った。 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ６２，３１８千円 

う ち 

一般財源 
５５，１１８千円 

本 年 度 の 

目 標 

・雨水処理施設の新設及び既設雨水処理施設の維持管理を行う。 

・令和５年３月末までに雨水管理総合計画（案）を策定する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・雨水処理施設の新設及び既設雨水

処理施設の浚渫 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・雨水処理施設の新設及び既設雨水

処理施設の浚渫 

・雨水管理総合計画（案）の策定 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 



別記様式（第７条関係） 

重点事務事業進行管理表 

 

年度 令和４年度 № １３ 進行管理者 教育部長 

事務事業名 （仮称）防災食育センター整備事業 

事業の概要 

防災まちづくり構想に基づき、災害時には応急給食の調理や救援物資（食料関係）の集

配などを行う防災拠点として機能し、平常時には小学校給食の調理や食育推進のための

事業などを行う（仮称）防災食育センターを整備する事業 

これまでの 

経 過 

・武蔵村山市防災まちづくり構想の策定（令和２年３月） 

・（仮称）武蔵村山市防災食育センター整備工事に伴う実施設計（令和４年３月） 

本 年 度 の 

予 算 措 置 
総事業費 ３３０，３０１千円 

う ち 

一般財源 
９６千円 

本 年 度 の 

目 標 

令和４年９月までに整備予定地内のＰＣＢ廃棄物の処分を完了し、令和５年１月まで

に解体工事に着手する。 

上 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・ＰＣＢ廃棄物収集運搬委託及び処

分委託の契約締結（４月） 

・防衛補助に係る交付申請等事務手

続（６～９月） 

・ＰＣＢ廃棄物の適切な処分の実施

（５～９月） 

実 

 

績 

 

下 半 期 の 

計画と実績 

計 

 

画 

・工事請負契約締結（１２月） 

・工事説明会の実施（１０～１２月） 

・解体工事の着手（令和５年１月） 

・整備工事の実施（令和５年１月～） 

・防災食育センター備品整備基金へ

の積立て（令和５年３月） 

実 

 

績 

 

中 間 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

期 末 評 価 

達 成 度 目標以下   ・   目標どおり   ・   目標以上 

取 組 の 

成 果 
 

事 業 費

の 実 績 
総事業費 千円 

う ち 

一般財源 
千円 

今 後 の 

方 針 
 

（日本産業規格Ａ列４番） 


